
 

令和８年７月１日 

町民各位 

高原町長 丸山 裕次郎 

（ 公 印 省 略 ） 
 

バス小林並木線と乗合タクシーの変更計画への意見募集について 
  

標記について、広域的バスの小林並木線は年々の利用者数減少と運行事業者の運転手不足に

伴う点から、令和９年３月末にて廃止する予定としています。 

今後は小林並木線の廃止代替手段として、乗合タクシーが小林市内までの運行となるように

準備を進めています。 

今回、町民の皆様のご意見をお聞きするため、意見募集（パブリックコメント）を実施します。 
 
１ 意見を募集する変更計画の名称 

(１) 小林並木線廃止（素案） 

（２）乗合タクシー小林方面への運行拡大（素案） 
 

２ 意見募集 

(１) 募集期間 

    令和８年７月１日（水）から令和８年７月３１日（金）まで 
 
(２) 変更計画の閲覧方法 

    次ページのとおり 
また、高原町公式ホームページでも閲覧可能です。 
https://www.town.takaharu.lg.jp/soshiki/31/305198.html 

 
(３) 意見提出資格 

    次のいずれかに該当する方 

ア 町内在住・在勤・在学する人 

イ 町内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体 
ウ 計画（素案）に利害関係を有する人 

 
(４) 提出方法 

提出方法 提出書類 

持 参 
募集期間中（土日・祝日を除く）の 

午前８時 30 分～午後５時 15分 

裏表紙の様式 

郵 送 

（消印有効） 

〒889-4492 高原町大字西麓 899 番地 

高原町企画政策課 宛 

F A X FAX番号 ０９８４－４２－４６２３ 

電子申請 
URLまたは二次元コードの電子申請ページより回答してください。 

 

※電話による受付は行っておりません。ご了承ください。 

                         問い合わせ先 

企画政策課 企画政策係 

☎0984-42-2115（内線 222） 

https://forms.gle/neAEwgiFupYs7KwX6 



 

 

 

 

 

 

 

現在 バス小林並木線と乗合タクシー(町内全域線)の運行エリア 

【町中央停留所】 

①役場前 ②LaLa きりしま ③高原 ④郵便局前 

⑤学校前 ⑥高原上町 ⑦希望の店前 ⑧農協前 

⑨並木 ⑩高原駅 ⑪ほほえみ館 ⑫川井田医院  

⑬益山歯科 ⑭出口 ⑮忠霊塔  

⑯広原駅(広原区民限定) 

⑰高速バスのりば(試験運用) 

変更 変更点１ 
バス小林並木線廃止 

変更点２ 
乗合タクシーの停留所に小林市内の８停留所を追加 

１ 

２ 

３ 

  小林駅 

【小林市内停留所】 

①湾津②城山団地前 

③５丁目 

【小林市内停留所】 

④永田町 ⑤駅前通り ⑥郵便局前 

⑦本町 ⑧小林駅 

出展：国土地理院ウェブサイト（https://maps.gsi.go.jp/vector/#14.331/31.976472/130.97769/&ls=vstd&disp=1&d=l） 



 

変更計画① 小林並木線廃止（素案） 
 年々の利用者数の減少と運行事業者の運転手不足に伴い令和９年３月末に廃止の予定です。

今後は小林並木線（広域的コミュニティバス）の廃止代替手段として乗合タクシーが小林市内ま

で運行予定です。 

 

変更計画② 乗合タクシー小林方面への運行拡大（素案） 
現在、「自宅」と「高原町中央停留所」の間を運行していますが、令和９年４月より「自宅」

と「小林市内停留所」の間も運行します。 

【令和９年４月より開始】 

方面 運行日 便数 乗降場所 予約 運賃 

町中央停留

所行き 

月～土 
往路２便 

復路３便 

自宅～町中央停留所 

前日までに 

電話予約 

片道 

大人３００円 

子供(小中学生)１５０円 

小林市内停

留所行き 
自宅～小林市内停留所 

（案） 

片道 

大人６００円 

子供(小中学生)３００円 

 

 

 

 

【利用方法】 

 

 

往路便（８,９時台）：「自宅」⇒「町中央停留所」もしくは「小林市内停留所」への運行 

復路便（11,13,15時台）：「町中央停留所」もしくは「小林市内停留所」⇒「自宅」への運行 


